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厚
生
労
働
省
は
二
○
一
四
年
一
二
月
一
七

日
、
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に
関
す
る
検
討
会
報
告

書
を
と
り
ま
と
め
た
。
同
報
告
書
は
、「
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
と
面
接
指
導
の
実
施
方
法
等

に
関
す
る
検
討
会
」
と
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
制
度
に
関
わ
る
情
報
管
理
及
び
不
利
益
取

扱
い
等
に
関
す
る
検
討
会
」（
い
ず
れ
も
座

長
・
相
澤
好
治
北
里
大
学
名
誉
教
授
）
の
検

討
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
。

　

二
○
一
四
年
六
月
に
可
決
・
成
立
し
た
改

正
労
働
安
全
衛
生
法
は
、
従
業
員
五
○
人
以

上
の
事
業
所
（
五
○
人
未
満
は
努
力
義
務
）

に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
を
義
務
付
け

た
。
法
改
正
を
受
け
、
厚
労
省
は
昨
年
一
○

月
か
ら
、
労
使
の
代
表
に
加
え
、
医
療
関
係

者
を
交
え
た
両
検
討
会
を
開
催
。
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
一
二
月
一
日
施
行
に
向
け
、

具
体
的
な
運
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を

重
ね
た
。

　

さ
ら
に
、
厚
労
省
で
は
、
同
報
告
書
を
も

と
に
、
省
令
や
指
針
等
を
策
定
。
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
や
面
接
指
導
の
実
施
方
法
、
情
報

管
理
の
あ
り
方
、
不
利
益
取
扱
い
防
止
な
ど

の
運
用
方
法
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
周
知

に
取
り
組
ん
で
い
る
（
Ｐ
36
～
39
）。

未
然
防
止
だ
け
で
な
く�

生
産
性
の
向
上
に
も
つ
な
が
る

　

報
告
書
は
冒
頭
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制

度
の
趣
旨
に
つ
い
て
、「
定
期
的
に
労
働
者
の

ス
ト
レ
ス
の
状
況
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、

本
人
に
結
果
を
通
知
し
て
、
自
ら
の
ス
ト
レ

ス
の
状
況
に
つ
い
て
気
づ
き
を
促
し
、
個
人

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
リ
ス
ク
を
低
減

さ
せ
る
と
と
も
に
、
検
査
結
果
を
集
団
的
に

分
析
し
、
職
場
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
要
因
を

評
価
し
、
職
場
環
境
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ

と
で
、
リ
ス
ク
要
因
そ
の
も
の
も
低
減
さ
せ

る
も
の
で
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
リ
ス

ク
の
高
い
者
を
早
期
に
発
見
し
て
、
医
師
の

面
接
指
導
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
す
る

国
を
挙
げ
た
取
組
」
と
明
記
す
る
。

　

そ
の
う
え
で
事
業
者
に
対
し
て
は
、「
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
が
、
未
然
予
防
だ
け
で

な
く
、
従
業
員
の
ス
ト
レ
ス
状
況
の
改
善
や

働
き
や
す
い
職
場
の
実
現
を
通
じ
て
、
生
産

性
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
」
と

し
て
、
事
業
経
営
の
一
環
と
し
て
、
同
制
度

を
積
極
的
に
活
用
す
る
よ
う
求
め
た
。

内
部
規
定
の
策
定
・
周
知
を

　

実
際
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
円
滑
に
実

施
す
る
に
は
、「
制
度
の
十
分
な
周
知
に
加
え
、

事
業
者
、
労
働
者
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
、

医
療
従
事
者
等
の
関
係
者
が
、
制
度
の
趣
旨

を
正
し
く
理
解
し
た
う
え
で
、
衛
生
委
員
会

な
ど
の
場
を
活
用
し
、
協
力
・
連
携
し
な
が

ら
、
効
果
的
な
も
の
に
す
る
よ
う
努
力
す
る

こ
と
が
重
要
」
と
報
告
書
は
指
摘
す
る
。

　

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
衛
生
委
員
会
に
お

い
て
、
①
実
施
目
的
②
実
施
体
制
③
実
施
方

法
④
情
報
取
扱
い
⑤
不
利
益
取
扱
い
防
止
―

―
な
ど
に
つ
い
て
、
審
議
・
確
認
し
、
法
令

等
に
則
っ
た
上
で
、
各
事
業
所
で
の
取
扱
い

を
内
部
規
定
と
し
て
策
定
す
る
と
と
も
に
、

労
働
者
に
あ
ら
か
じ
め
周
知
す
る
こ
と
が
適

当
と
す
る
。
外
部
機
関
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
契
約
書
に
委
託
先
の
実
施
者
、
共
同
実

施
者
及
び
実
施
事
務
従
事
者（
実
施
者
除
く
）

を
明
記
す
る
こ
と
が
適
当
と
し
た
。

調
査
票
に
よ
り
年
一
回
以
上
実
施

　

実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、
調
査
票
に
よ
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
、
一
年
以
内
ご
と
に
一

回
以
上
、
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
と
す
る
。

　

実
施
者
に
な
れ
る
の
は
、
医
師
、
保
健
師

に
加
え
、
一
定
の
研
修
を
受
け
た
看
護
師
、

精
神
保
健
福
祉
士
と
し
た
。
現
に
事
業
所
に

お
い
て
産
業
保
健
業
務
に
従
事
し
て
い
る
看

護
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
に
つ
い
て
は
、
一

定
の
要
件
の
も
と
、
研
修
の
受
講
を
免
除
す

る
こ
と
が
適
当
と
し
た
。
実
施
者
に
つ
い
て

は
、
事
業
所
の
状
況
を
日
頃
か
ら
把
握
し
て

い
る
産
業
医
等
が
望
ま
し
い
と
す
る
一
方
、

外
部
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
の

産
業
医
等
が
共
同
実
施
者
と
し
て
関
与
す
る

な
ど
、
両
者
の
密
接
な
連
携
を
求
め
た
。　

　

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
一
般
定
期
健
康
診

断
と
同
時
に
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
と
し
た

上
で
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
は
労
働
者
に
受

検
義
務
が
な
い
こ
と
、
結
果
は
本
人
に
通
知

し
、
本
人
同
意
な
く
し
て
事
業
者
に
提
供
で

き
な
い
こ
と
に
留
意
し
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
の
調
査
票
と
一
般
定
期
健
康
診
断
の
問
診

票
を
別
葉
に
す
る
こ
と
な
ど
を
求
め
た
。

チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
指
針
等
で
明
示

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
は
、
本
人
の
ス

ト
レ
ス
へ
の
気
づ
き
と
対
処
の
支
援
や
職
場

環
境
の
改
善
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

チ
ェ
ッ
ク
項
目
に
は
、「
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要

因
」、「
心
身
の
ス
ト
レ
ス
反
応
」、「
周
囲
の
サ

ポ
ー
ト
」
の
三
領
域
を
す
べ
て
含
め
る
こ
と

が
必
須
と
さ
れ
た
。

　

具
体
的
な
チ
ェ
ッ
ク
項
目
に
つ
い
て
は
、

法
令
に
基
づ
く
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
は

適
当
で
は
な
く
、
指
針
等
で
標
準
項
目
を
示

す
と
し
た
。
標
準
項
目
と
し
て
は
、
旧
労
働

省
の
委
託
研
究
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
、
職
業

性
ス
ト
レ
ス
簡
易
検
査
票
（
五
七
項
目
）
が

現
時
点
で
も
っ
と
も
望
ま
し
い
と
し
て
、
各

企
業
は
こ
の
標
準
項
目
を
参
考
と
し
つ
つ
、

衛
生
委
員
会
で
審
議
の
う
え
、
独
自
に
項
目

を
選
定
で
き
る
と
し
た
。

結
果
は
労
働
者
本
人
に
直
接
通
知

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
に
つ
い
て
は
、

実
施
者
か
ら
労
働
者
本
人
に
通
知
す
る
。
そ

の
方
法
に
つ
い
て
は
、
他
の
者
に
み
ら
れ
な

い
よ
う
、
封
書
や
メ
ー
ル
等
で
労
働
者
に
個

別
に
直
接
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

た
。
そ
の
際
、
検
査
結
果
に
加
え
、
セ
ル
フ

ケ
ア
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
伝
え
る
こ
と

が
適
当
と
し
た
。
さ
ら
に
、
面
接
指
導
の
対

象
と
な
っ
た
労
働
者
に
対
し
て
は
、「
面
接
指

導
の
対
象
者
で
あ
る
こ
と
」「
事
業
者
へ
の
面

ト
ピ
ッ
ク
ス

安
全
衛
生

2

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
―
―
厚
労
省
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接
指
導
の
申
出
方
法
」
を
併
せ
て
伝
え
る
こ

と
が
適
当
と
し
た
。

　

一
方
、
検
査
結
果
を
実
施
者
か
ら
事
業
者

に
提
供
す
る
に
は
、
労
働
者
の
同
意
が
得
ら

れ
た
場
合
に
可
能
と
な
る
。
労
働
者
の
同
意

の
取
得
方
法
に
つ
い
て
は
、
事
前
同
意
や
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施
時
の
同
意
は
不
適
当

と
し
た
上
で
、
労
働
者
本
人
へ
の
結
果
通
知

後
に
、
個
々
人
ご
と
に
同
意
の
有
無
を
確
認

す
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
同
意
し
な
い
労
働

者
に
対
し
て
、
事
業
者
が
同
意
を
強
要
す
る

よ
う
な
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
も
付
け

加
え
た
。

結
果
通
知
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
も

　

結
果
の
通
知
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
て

は
、
相
談
窓
口
を
広
げ
、
相
談
し
や
す
い
環

境
を
つ
く
り
、
適
切
な
対
応
を
行
う
観
点
か

ら
、
産
業
医
と
連
携
し
た
保
健
師
、
看
護
師

等
に
よ
る
相
談
対
応
を
推
奨
す
る
。
さ
ら
に
、

検
査
の
結
果
、
高
ス
ト
レ
ス
と
評
価
さ
れ
た

者
の
う
ち
、
面
接
指
導
の
申
出
を
行
わ
な
い

労
働
者
に
対
し
て
は
、
実
施
者
が
面
接
指
導

の
申
出
勧
奨
を
行
う
こ
と
も
推
奨
す
る
。

　

結
果
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
、

実
施
者
に
五
年
間
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
一
方
、
実
施
者
に
保
存
さ
せ
る

の
が
困
難
な
場
合
は
、実
施
事
務
従
事
者（
実

施
者
除
く
）
に
保
存
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と

し
た
。
さ
ら
に
、
労
働
者
の
同
意
に
よ
り
、

実
施
者
か
ら
事
業
者
に
提
供
さ
れ
た
個
人
の

結
果
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
五
年
間
の
保

存
義
務
を
課
す
こ
と
が
適
当
と
し
た
。

職
場
の
ス
ト
レ
ス
状
況
の
分
析
は�

努
力
義
務
に

　

報
告
書
で
は
、
労
働
者
個
人
へ
の
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
に
加
え
、
職
場
に
お
け
る
一
定

規
模
の
集
団
（
部
、
課
な
ど
）
に
つ
い
て
の

ス
ト
レ
ス
状
況
を
分
析
す
る
集
団
分
析
に
つ

い
て
も
言
及
す
る
。

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
が
一
次
予
防
を
主
な

目
的
と
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
セ
ル
フ

ケ
ア
と
同
様
、
職
場
環
境
の
改
善
も
重
要
で

あ
り
、
事
業
者
に
対
し
て
は
、
個
人
の
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
を
集
団
的
に
分
析
し
て
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
職
場
環
境
の

改
善
に
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
一

方
、
現
時
点
で
は
、
集
団
分
析
の
手
法
が
十

分
に
確
立
し
て
、
広
く
普
及
し
て
い
る
状
況

と
は
言
い
難
い
こ
と
か
ら
、
集
団
分
析
の
実

施
と
そ
の
結
果
に
基
づ
く
職
場
環
境
の
改
善

の
取
組
は
事
業
者
の
努
力
義
務
と
し
て
、
そ

の
普
及
を
図
る
こ
と
が
適
当
と
し
た
。

　

集
団
分
析
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
労
働
者

の
同
意
な
く
、
事
業
者
が
把
握
可
能
と
し
て
、

実
施
者
か
ら
事
業
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
適

当
と
し
た
。
た
だ
し
、
対
象
者
が
少
人
数
で

あ
る
場
合
、
労
働
者
個
人
が
特
定
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
受
検
者
ベ
ー
ス
で

一
○
人
を
下
回
る
場
合
、
対
象
労
働
者
全
員

の
同
意
が
な
い
限
り
、
事
業
者
に
結
果
を
提

供
す
る
こ
と
は
不
適
当
と
し
た
。

面
接
指
導
は
産
業
医
が
実
施

　

面
接
指
導
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
労
働
者

か
ら
申
出
が
あ
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
行
う
こ

と
が
適
当
と
す
る
。
実
施
者
は
、
当
該
事
業

所
の
産
業
医
が
望
ま
し
い
と
す
る
一
方
、
面

接
指
導
を
外
部
の
医
師
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
産
業
医
資
格
を
有
す
る
医
師
に
委
託
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
た
。

　

面
接
指
導
に
お
い
て
は
、
医
師
が
、
①
勤

務
状
況
②
ス
ト
レ
ス
要
因
③
心
理
的
負
担
の

状
況
④
周
囲
の
サ
ポ
ー
ト
状
況
⑤
心
身
の
状

況
―
―
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
労

働
者
に
対
し
て
、
保
健
指
導
な
ど
の
医
学
上

の
指
導
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
、
相
談
機

関
や
専
門
医
を
紹
介
す
る
。

　

面
接
指
導
の
実
施
後
、
事
業
者
は
医
師
か

ら
遅
滞
な
く
意
見
を
聴
く
こ
と
が
適
当
と
す

る
。
聴
取
す
る
内
容
は
、
就
業
上
の
措
置
の

必
要
性
と
講
ず
べ
き
措
置
に
係
る
意
見
と
す

る
。
面
接
指
導
の
結
果
に
も
と
づ
き
、
事
業

者
が
就
業
上
の
措
置
を
講
じ
る
に
あ
た
っ
て

は
、
労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
に
つ

な
が
ら
な
い
よ
う
、
留
意
す
る
こ
と
も
付
け

加
え
た
。

合
理
的
理
由
の
な
い
不
利
益
取
扱
い

事
項
を
明
記

　

改
正
法
は
、
労
働
者
が
面
接
指
導
の
申
出

を
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
事
業
者
は
不
利
益

な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

　

報
告
書
で
は
、
こ
う
し
た
法
律
上
、
明
示

的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
不
利
益
取
扱
い
に
加

え
て
、
少
な
く
と
も
、
次
に
掲
げ
る
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
合
理
的
な
理
由
が
な
い
た
め
、

事
業
主
は
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

　

具
体
的
に
は
、
①
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を

受
け
な
い
労
働
者
に
対
し
て
、
受
け
な
い
こ

と
を
理
由
に
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
事
業
者

が
行
う
こ
と
②
個
人
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

結
果
の
提
供
に
同
意
し
な
い
労
働
者
に
対
し

て
、
同
意
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
不
利
益

な
取
扱
い
を
事
業
者
が
行
う
こ
と
③
面
接
指

導
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
面
接
指
導
の
申
出
を
行
わ
な
い
労
働
者

に
対
し
て
、
申
出
を
行
わ
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
事
業
者
が
行
う
こ

と
―
―
を
あ
げ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
面
接
指
導
の
結
果
を
理
由
に
、

解
雇
、
雇
止
め
、
退
職
勧
奨
、
不
当
な
配
転
・

職
位
変
更
な
ど
に
つ
い
て
も
、
避
け
る
べ
き

も
の
と
し
て
例
示
す
る
。

派
遣
労
働
者
は
派
遣
元
に
実
施
義
務

　

派
遣
労
働
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
派

遣
労
働
者
個
人
に
対
す
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
の
実
施
、
結
果
の
本
人
通
知
、
面
接
指
導

の
実
施
等
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
、
派
遣
元

が
実
施
義
務
を
負
う
。
一
方
、
集
団
分
析
に

つ
い
て
は
、
派
遣
先
の
努
力
義
務
と
し
た
。

　

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
就
業
上
の
措
置
に

関
す
る
留
意
点
と
し
て
は
、
労
働
者
派
遣
契

約
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
業
務
内
容
、
就
業
場

所
等
が
特
定
さ
れ
て
お
り
、
派
遣
元
が
一
方

的
に
変
更
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
就
業
上
の
措
置
を
実
施

す
る
た
め
に
は
、
派
遣
契
約
の
見
直
し
や
派

遣
先
の
変
更
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
派
遣
先

と
連
携
し
て
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
適

当
と
し
た
。

　

な
お
、
従
来
、
事
業
者
が
取
得
す
る
労
働

者
の
健
康
情
報
に
つ
い
て
は
、
産
業
医
と
事

業
者
の
間
で
共
有
す
る
こ
と
に
、
法
令
上
の

制
限
は
な
か
っ
た
。

　

法
改
正
に
伴
い
、
産
業
医
が
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
者
と
な
り
、
受
検
し
た
労

働
者
が
事
業
者
へ
の
結
果
提
供
に
同
意
し
な

か
っ
た
場
合
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果

は
、
産
業
医
と
事
業
者
と
の
間
で
共
有
で
き

な
く
な
る
。
こ
の
点
、
報
告
書
は
、「
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
は
、
労
働
者
の
同
意
が

な
い
限
り
実
施
者
に
と
ど
ま
り
、
事
業
者
に

提
供
さ
れ
な
い
こ
と
は
法
の
規
定
す
る
と
こ

ろ
」
と
し
た
上
で
、「
そ
の
結
果
、
就
業
上
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
産

業
医
個
人
の
責
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
性
格

の
も
の
で
は
な
い
」
と
整
理
し
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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厚
生
労
働
省
は
四
月
二
八
日
、
昨
年
一
年

間
の
労
働
災
害
発
生
状
況
を
集
計
・
公
表
し

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
平
成
二
六
年
は
「
死

亡
災
害
」「
死
傷
災
害
」「
重
大
災
害
」
の
発
生

件
数
と
も
、
前
年
を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。

中
で
も
、一
度
に
三
人
以
上
が
被
災
す
る「
重

大
災
害
」
は
二
九
二
件
で
、
前
年
よ
り
四
八

件
（
一
九
・
七
％
）
の
大
幅
増
だ
っ
た
。
重

大
災
害
は
平
成
二
五
年
に
四
年
ぶ
り
に
前
年

を
下
回
っ
た
も
の
の
、
平
成
二
六
年
は
再
び

増
加
。
年
間
当
た
り
の
発
生
件
数
と
し
て
は

平
成
一
八
年
の
三
一
八
件
に
次
ぐ
高
水
準
と

な
っ
て
い
る
。

建
設
業
や
製
造
業
で
増
加

　

重
大
災
害
は
、
と
く
に
「
建
設
業
」
で
前

年
比
三
九
・
八
％
増
の
一
三
〇
件
、「
製
造
業
」

で
同
七
三
・
五
％
増
の
五
九
件
と
大
き
く
増

加
し
た
。
事
故
の
型
別
に
み
る
と
、「
交
通
事

故
」
が
半
数
超
を
占
め
、前
年
比
一
九
・
五
％

増
の
一
四
七
件
だ
っ
た
。
次
い
で
多
か
っ
た

順
に
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
や
化
学
物
質
に
よ

る
火
傷
な
ど
「
中
毒
・
薬
傷
」
が
同
二
二
・

〇
％
増
の
五
〇
件
、「
火
災
・
高
熱
物
」
が
同

一
三
三
・
三
％
増
の
一
四
件
、「
爆
発
」
お
よ

び
「
倒
壊
」
が
同
三
七
・
五
％
増
の
各
一
一

件
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

死
亡
災
害
者
数
は
二
・
六
％
増

　

一
方
、
平
成
二
六
年
の
「
労
働
災
害
に
よ

る
死
亡
者
」
数
は
一
〇
五
七
人
で
、
前
年
の

一
〇
三
〇
人
か
ら
二
七
人
（
二
・
六
％
）
の

増
加
と
な
っ
た
。
業
種
別
に
み
る
と
、
死
亡

者
数
が
多
か
っ
た
の
は
、「
建
設
業
」（
前
年
比

一
〇
・
二
％
増
の
三
七
七
人
）
や
「
製
造
業
」

（
同
一
〇
・
四
％
減
の
一
八
〇
人
）、「
陸
上

貨
物
運
送
事
業
」（
同
二
三
・
四
％
増
の
一
三

二
人
）
な
ど
で
、「
陸
上
貨
物
運
送
事
業
」
と

「
建
設
業
」
の
増
加
が
目
立
つ
。
ま
た
、
事

故
の
型
別
に
み
る
と
、高
所
か
ら
の
「
墜
落
・

転
落
」
に
よ
る
災
害
が
同
一
・
一
％
減
の
二

六
三
人
、「
交
通
事
故（
道
路
）」が
同
〇
・
四
％

減
の
二
三
二
人
、
機
械
等
に
よ
る
「
は
さ
ま

れ
・
巻
き
込
ま
れ
」
が
同
一
四
・
四
％
増
の

一
五
一
人
、「
激
突
さ
れ
」
が
同
二
七
・
六
％

増
の
九
七
人
な
ど
と
な
っ
た
。

死
傷
災
害
者
数
は
一
・
二
％
増

　
「
労
働
災
害
に
よ
る
死
傷
者
」
数
（
死
亡

あ
る
い
は
四
日
以
上
の
休
業
）
は
一
一
万
九

五
三
五
人
で
、
前
年
の
一
一
万
八
一
五
七
人

に
比
べ
て
一
三
七
八
人
（
一
・
二
％
）
増
加

し
た
。
労
働
災
害
に
よ
る
死
傷
者
数
は
、
長

期
的
に
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
平
成

二
四
年
ま
で
三
年
連
続
で
増
加
し
て
い
た
。

平
成
二
五
年
は
四
年
ぶ
り
に
前
年
を
下
回
っ

た
が
、
平
成
二
六
年
は
再
び
増
加
に
転
じ
た

格
好
に
な
っ
た
。

　

死
傷
者
数
が
多
い
業
種
は
、「
製
造
業
」（
前

年
比
一
・
四
％
増
の
二
万
七
四
五
二
人
、「
商

業
」（
同
四
・
〇
％
増
の
一
万
七
五
〇
五
人
）、

「
建
設
業
」（
同
〇
・
〇
三
％
減
の
一
万
七
一

八
四
人
）、「
陸
上
貨
物
運
送
事
業
」（
同
〇
・

一
％
増
の
一
万
四
二
一
〇
人
）
な
ど
。
事
故

の
型
別
で
は
、
つ
ま
ず
き
な
ど
に
よ
る
「
転

倒
」
が
同
四
・
三
％
増
の
二
万
六
九
八
二
人
、

高
所
か
ら
の
「
墜
落
・
転
落
」
が
同
一
・
八
％

増
の
二
万
五
五
一
人
、
機
械
等
に
よ
る
「
は

さ
ま
れ
・
巻
き
込
ま
れ
」
が
同
〇
・
二
％
減

の
一
万
五
二
三
八
人
、「
動
作
の
反
動
・
無
理

な
動
作
」
に
よ
る
災
害
が
同
二
・
〇
％
増
の

一
万
四
一
九
一
人
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
動
向
に
つ
い
て
、同
省
で
は「
上

半
期
（
一
～
六
月
）
は
、
一
～
三
月
期
の
実

質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
消
費
増
税
前
の
駆
け
込
み
需
要

の
影
響
も
あ
っ
て
プ
ラ
ス
成
長
と
な
る
な
ど

経
済
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
影

響
や
、
二
月
の
大
雪
の
影
響
等
に
よ
り
、
平

成
二
五
年
同
期
に
比
べ
て
、
死
亡
災
害
が
＋

八
五
人
（
一
八
・
六
％
）、
死
傷
災
害
が
＋

一
八
五
二
人
（
三
・
二
％
）
と
大
幅
に
増
加

し
た
」
な
ど
と
分
析
。
そ
の
う
え
で
、
下
半

期
（
七
～
一
二
月
）
に
つ
い
て
は
「
上
半
期

の
災
害
の
大
幅
な
増
加
を
受
け
、八
月
に『
労

働
災
害
の
な
い
職
場
づ
く
り
に
向
け
た
緊
急

対
策
』
と
し
て
、
労
働
災
害
防
止
団
体
や
業

界
団
体
等
に
安
全
衛
生
活
動
の
総
点
検
や
各

事
業
場
の
自
主
点
検
を
要
請
す
る
な
ど
の
対

策
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
前
年
同
期
に

比
べ
て
死
亡
災
害
が
▲
五
八
人
（
▲
一
〇
・

一
％
）、
死
傷
災
害
が
▲
四
七
四
人
（
▲
〇
・

八
％
）
と
減
少
し
た
が
、
上
半
期
の
増
加
分

が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
通
年
で
は
増
加
し

た
」
と
み
て
い
る
。

転
倒
災
害
や
交
通
労
働
災
害
の�

減
少
対
策
に
注
力

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、同
省
で
は「
第

一
二
次
労
働
災
害
防
止
計
画
」（
平
成
二
五
～

二
九
年
度
）
の
目
標
で
あ
る
、「
死
亡
災
害
」

「
死
傷
災
害
」
の
一
五
％
以
上
の
減
少
に
向

け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
に
取
り
組
む
こ
と

に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
事
故
の
型
別

で
死
傷
者
数
が
も
っ
と
も
多
い「
転
倒
災
害
」

の
減
少
を
図
る
た
め
、「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
転
倒
災

害
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
二
〇
一
五
」
と
し
て
今
年

一
月
か
ら
、
災
害
防
止
の
周
知
啓
発
等
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
六
月
の
重
点
取
組

期
間
に
は
事
業
場
に
対
し
、
安
全
委
員
会
等

で
の
転
倒
災
害
防
止
対
策
の
検
討
や
、

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
活
用
し
た
職
場
巡
視
・

点
検
等
の
指
導
も
行
う
。

　

さ
ら
に
、
陸
上
貨
物
運
送
事
業
を
は
じ
め
、

業
種
を
問
わ
ず
発
生
し
て
い
る
「
交
通
労
働

災
害
」
を
防
止
す
る
た
め
、「
平
成
二
七
年
度

春
の
交
通
安
全
週
間
（
五
月
一
一
～
二
〇

日
）」
や
「
全
国
安
全
週
間
の
準
備
月
間
（
六

月
）」
に
警
察
機
関
と
連
携
し
、「
交
通
労
働

災
害
防
止
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基

づ
く
安
全
対
策
等
の
周
知
な
ど
を
行
う
構
え
。

ま
た
、「
全
国
安
全
週
間（
七
月
一
～
七
日
）」

に
は
、「
危
険
見
つ
け
て
み
ん
な
で
改
善　

意

識
高
め
て
安
全
職
場
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲

げ
、
厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
か
ら

事
業
場
に
対
し
、
積
極
的
な
労
働
災
害
防
止

活
動
を
働
き
掛
け
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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重
大
災
害
は
前
年
比
一
九
・
七
％
の
大
幅
増
―
―
平
成
二
六
年
の
労
災
発
生
状
況




